
大栄地区小学校跡地利活用に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は，旧大須賀小学校，旧桜田小学校，旧前林小学校及び旧川上小学

校（以下「大栄地区小学校跡地」という。）を利活用する事業者（以下「事業者」と

いう。）を公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル方式」という。）により選

定する場合の手続について，必要な事項を定めるものである。 

 

（選定審査委員会） 

第２条 プロポーザル方式による事業者の選定を厳正かつ公平に行うため，選定審査

委員会（以下「委員会」という。）を置き，次の各号に掲げる事項を行うものとす

る。 

（1）プロポーザル参加事業者及び提出書類等の評価・審査 

（2）優先交渉権及び交渉順位の確定 

（3）その他必要な事項 

２ 委員会は，市職員２名，地域代表２名，有識者２名の合計６名をもって構成する。 

３ 委員会には委員長，副委員長を置き，委員長は副市長，副委員長は企画政策部長

とする。 

４ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

５ 委員長に事故あるときは，副委員長がその職務を代理する。 

６ 委員会は，必要に応じ委員長が招集し，その議長となる。 

７ 委員会の会議は，委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし，

会議に出席できない場合は，代理出席者への委任を認める。 

８ 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは委員長の決する

ところによる。 

９ その他委員会の運営に関して必要な事項は，委員長が委員会に諮って定める。 

 

（プロポーザル参加事業者の参加資格等） 

第３条 プロポーザル提出者（以下「提出者」という。）は，「大栄地区小学校跡地利

活用に係る事業者募集要項（個別・共通）」（以下「募集要項」という。）に記載す

る要件を満たす者とする。 

２ プロポーザル参加事業者は，募集要項に基づく参加表明書を提出しなければなら

ない。 

 

（評価） 

第４条 委員会が，事業者を選定するための審査方法及び提案事業の評価方法は，次

の各号によるものとする。 

（1）第一次評価は書類審査とし，提出された書類について，委員会の事務局が，



「別表 1 第一次審査（書類審査・参加資格等）」に基づき事業提案の諸条件を

満たす内容であるか審査する。 

  なお，提案者が 5 者以上いる場合は，選定審査委員が，「別表 2 第一次審査

（書類審査・提案内容）」に基づき点数評価を行い，二次審査に進出する上位 4

者を決定する。 

（2）第二次評価はプレゼンテーション審査とし，委員会は審査会を開き，「別表 3

第二次審査（プレゼンテーション審査）」に基づき点数評価を行い，順位を決

定する。 

 

（優先交渉権及び交渉順位の確定） 

第５条 委員会は，評価順位が第一位の者を優先交渉権者，第二位の者を次点交渉権

者と確定し，順次，以下の交渉順位を確定する。ただし，評価得点が総評価得点の

6割に満たない場合は，優先交渉権者を選定しない。 

２ 最高点の者が複数いる場合は，原則として，委員会の協議により優先交渉権者を

選定する。 

３ 委員会は，優先交渉権者に順位が確定した旨を通知し，優先交渉権者は，受諾書

又は辞退届のいずれかを委員会に提出しなければならない。辞退があった場合は，

次の順位者にその旨を通知する。 

 

（失格条項等） 

第６条 提出者が，次の各号の一に該当する場合，プロポーザルは無効となることが

ある。 

（１）提出書類等が募集要項の記載方法及び提出方法等に適合しない場合 

（２）虚偽の内容が記載されている場合 

（３）その他，募集要項に違反すると認められた場合 

（４）選考の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 

（５）プレゼンテーション以外の場において，直接，間接を問わず，審査委員との

接触があったと認められる場合 

 

（利活用者の決定及び選定結果の通知） 

第７条 委員会は，第５条第３項の規定による受諾書を提出した優先交渉権者を市長

に報告しなければならない。 

２ 市長は事業者を決定し，選定結果を文書により各提出者に対して通知する。 

 

（プロポーザルの取り扱い） 

第８条 提出されたプロポーザルの取り扱いは，募集要項に記載するとおりとする。 

 

 



（事務局等） 

第９条 このプロポーザル方式に関する事務局及び委員会の庶務は，成田市企画政策

部企画政策課において担当する。 

 

（委任） 

第 10 条 この要領に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は，令和５年１０月３１日から施行し，事業者による大栄地区小学校跡

地利活用に係る供用開始日をもってその効力を失う。 

  



別表 1 

一次審査（書類審査・参加資格等）評価基準 

評価項目 配点 

１ 参加資格  

(1) 

法人格を有する単体の事業者又は複数の事業者によって構成され

るグループであること。又は，本事業の実施にあたり法人格を取得

する予定の団体であること。 

適／否 

(2) 
提案施設の設計・建設及び継続した管理運営ができる十分な資金

力と経営能力を有する者であること。 
適／否 

(3) 

本募集要項の募集開始の日（令和 5年 10 月 27 日（金））から優先

交渉権者の決定日までに，成田市建設工事請負業者等指名停止措

置要領（以下「措置要領」という。）の規定により，指名停止措置

（措置要領制定以前の成田市建設工事指名業者選定基準の規定に

よる指名停止措置を含む。），又は成田市契約に係る暴力団対策措

置要綱の規定による入札参加除外を受けていない者。 

適／否 

(4) 

地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか，次の各号に該当

しない者。 

① 手形交換所による取引停止処分を受けて２年間を経過しない

者又は本事業の募集開始日６か月以内に手形，小切手を不渡

りにした者。 

② 会社更生法の適用を申請した者で，同法に基づく裁判所から

の更生手続開始決定がされていない者。 

③ 民事再生法の適用を申請した者で，同法に基づく裁判所から

の再生手続開始決定がされていない者。 

適／否 

(5) 
本募集要項の募集開始の日（令和 5年 10 月 27 日（金））現在にお

いて，国税，都道府県税及び市税を滞納していない者であること。 
適／否 

(6) 
成田市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員，暴

力団員等を構成員としていないこと。 
適／否 

２ 基礎審査  

(1) 災害時や選挙時等における施設開放に支障がないか。 適／否 

(2) 地域の活動や行事に支障がないか。 適／否 

 

  



別表 2 

一次審査（書類審査・提案内容）評価基準 

（5 者以上の申し込みがあった場合は以下の評価を実施） 

評価項目 配点 採点基準 

１ 事業提案のコンセプト・内容 

事業コンセプトが明確で魅力があり，市や地域に

とって有益な提案内容となっているか。 
10 

10 非常に優れている 

8 優れている 

6 普通 

4 やや劣る 

2 不十分 

２ 提案事業の実現性・継続性 

提案内容が具体的で説得力のある内容となって

いるか。また，運営体制や収支計画，事業計画等

が具体的に示されており，事業の実現性や継続性

が十分に検討された内容となっているか。 

10 

10 非常に優れている 

8 優れている 

6 普通 

4 やや劣る 

2 不十分 

３ 地域社会への貢献 

地域との交流や連携について，意欲的かつ具体的

な提案がされており，地域活性化や地域社会への

貢献に資する内容となっているか。 

10 

10 非常に優れている 

8 優れている 

6 普通 

4 やや劣る 

2 不十分 

合 計 30   

  



別表 3 

二次審査（プレゼンテーション審査）評価基準 

評価項目 配点 採点基準 

１ 提案事業のコンセプト・内容 30  

① 
事業コンセプトが明確で魅力があり，将来性を感じられる

提案内容となっているか。 
10 

10 非常に優れている 

8 優れている 

6 普通 

4 やや劣る 

2 不十分 

② 提案内容が，市や地域にとって有益なものであるか。 10 

10 非常に優れている 

8 優れている 

6 普通 

4 やや劣る 

2 不十分 

③ 学校の現状を把握し，特色を捉えた提案内容であるか。 5 

5 非常に優れている 

4 優れている 

3 普通 

2 やや劣る 

1 不十分 

④ 学校施設全体を有効に活用している提案内容であるか。 5 

5 非常に優れている 

4 優れている 

3 普通 

2 やや劣る 

1 不十分 

２ 提案事業の実現性・継続性 30  

① 

既存施設の状況を的確に把握し，事業開始までに必要な申

請手続き等を理解したうえで，建築基準法などの関係法令

に基づく適切な改修・整備が計画されているか。 

10 

10 非常に優れている 

8 優れている 

6 普通 

4 やや劣る 

2 不十分 

② 
提案内容を確実に遂行するための運営体制や事業計画が十

分に検討されており，事業の継続性が期待できるか。 
10 

10 非常に優れている 

8 優れている 

6 普通 

4 やや劣る 

2 不十分 

③ 
施設の整備費用や維持管理費等を十分に検討したうえで資

金計画や収支計画が立てられており，事業の実現や安定的
10 

10 非常に優れている 

8 優れている 



な経営を行うための資金力・経営能力を有しているか。 6 普通 

4 やや劣る 

2 不十分 

３ 地域社会への貢献 30  

① 

地域との交流や連携について，意欲的かつ具体的な提案が

されており，地域活性化や地域社会への貢献に資する内容

となっているか。 

10 

10 非常に優れている 

8 優れている 

6 普通 

4 やや劣る 

2 不十分 

② 

現在行われている地域活動や行事等を理解しており，当該

活動等を行う際には，施設の一部を地域住民へ開放できる

提案内容となっているか。 

10 

10 非常に優れている 

8 優れている 

6 普通 

4 やや劣る 

2 不十分 

③ 

地域住民の安心・安全に十分配慮されてた提案内容となっ

ており，想定されるリスク（騒音や振動，臭気，苦情等）

に対し，適切に対応できるか。 

10 

10 非常に優れている 

8 優れている 

6 普通 

4 やや劣る 

2 不十分 

４ 借受希望価格 10  

① 借受希望価格  10 ※１参照 

 合計 100  

 

５ 加点評価（旧大須賀小学校・旧前林小学校のみ） 10  

① 体育館を運動施設として貸し出すこと。 10 
運動施設として引き続き

貸し出す場合 10点加点 

 合計 110  

※１ 平均の借受希望価格を 6点とする。（整数のみ該当）平均より高い価格～平均よ

り 10％高い価格（以内）＝7点，10％より高い～20％以内＝8点，20％より高い～

30％以内＝9点，30％より高い＝10 点 

平均より低い価格～10％低い価格（以内）＝5点，10％より低い～20％以内＝4点，20％

より低い～30％以内＝3点，30％より低い～40％以内＝2点，20％より低い～30％以内＝

1点，30％より低い＝0点 

提案内容が「成田市財産の交換，譲与，無償貸付け等に関する条例」に該当すると

きは無償貸付けとなるが，公益上の必要性が認められることを考慮し評価点は 6点

とする。 


